厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、市内で捕獲したイノシシ及びニホンジカ（以下「有害鳥獣」という。）の有効活用及び有害鳥獣を加工処理し、販売するジビエ振興を目的として、予算の範囲内において厚木市有害鳥獣加工処理報奨金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則（昭和45年厚木市規則第５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象者）
第２条　報奨金の交付を受けることができる者は、有害鳥獣を野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）（平成26年11月14日付食安発1114第１号別添）に従って解体処理、加工処理及び保管（以下これらを「加工処理等」という。）を行った者とする。
（報奨金の額）
第３条　報奨金の額は、次の各号に掲げる有害鳥獣の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) イノシシ　１頭につき5,000円
(2) ニホンジカ　１頭につき3,000円
（交付申請）
第４条　報奨金の交付を受けようとする者は、厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、加工処理等を行った年度の３月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 加工品及び加工処理日が分かる写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
（交付決定）
第５条　市長は、前条の規定による交付申請があった場合において、その内容を確認の上、報奨金を交付すべきものと認めるときは、報奨金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、交付に条件を付することができる。
２　市長は、前項の規定により報奨金の交付を決定したときは、厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。



（報奨金の交付決定の取消し等）
第６条　市長は、報奨金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した報奨金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により報奨金の交付を受けたとき。

附　則
この要綱は、令和７年９月１日から施行する。



第１号様式（第４条関係）
	厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付申請書
年　　月　　日
　（宛先）厚木市長　様
住所又は所在地
団体名
ふりがな
氏名又は代表者名　　　　　　　　　　　 印

　報奨金の交付の対象となる有害鳥獣を加工処理したので、厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付要綱第４条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。

	１　加 工 処 理 日
	令和　　　年　　　月　　　日

	２　種別及び頭数
	□ イノシシ　　　　　　　　頭
□ ニホンジカ　　　　　　　頭

	３　添付書類
	□　加工品及び加工処理日が分かる写真
□　その他

	４　振込先
	
金融機関名　　　　　　　　　銀行・信用金庫・農協

支店名　　　　　　　　支店　種別　　　普通・当座　

口座番号　　　　　　　口座名義人　　　　　　　　　

	備考：暴力団員でないこと確認するため、本様式に記載された情報を神奈川県
　　　警察本部に照会することについて異議ありません。




第２号様式（第５条第２項関係）
	
厚木市有害鳥獣加工処理報奨金交付決定通知書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様

厚木市長　　　　　　　　　　　印


　　年 　月 　日付けで申請のあつた厚木市有害鳥加工処理報奨金については、次のとおり決定したので通知します。

	１
	事業(事務)
の名称
	厚木市有害鳥獣加工処理報奨金

	２
	報奨金交付
決定金額
	円

	３
	補助条件
	
(1) この報奨金は、捕獲した有害鳥獣を有効活用するとともに、加工処理をしたジビエを活用し、ジビエ振興を進めることを目的として、加工処理を行った者に対し交付するものである。

(2) 加工処理した肉は、原則、市内のジビエ振興に関わる事業者等に販売するものとする。



